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地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る協議事前申込書
標記交付金に係る対象事業について、下記のとおり協議の事前申込をします。
記

１　申込事業　　※ 該当事業の（　 ）に〇を入れてください。
（ 　 ）既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
（ 　 ）認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業　※ 定員29人以下の対象施設
　　　 　（大規模修繕等、耐震化促進、非常用自家発電設備整備、水害対策強化）
（ 　 ）高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業（国土強靱化対策分）※ 定員30人以上の対象施設
（ 　 ）高齢者施設等の水害対策強化事業（国土強靱化対策分） ※ 定員30人以上の対象施設
（ 　 ）高齢者施設等の給水設備整備事業
（ 　 ）高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業（国土強靱化対策分）
（ 　 ）高齢者施設等の換気設備整備事業
（ 　 ）社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業
（ 　 ）国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業　※ 定員30人以上の対象施設
（国土強靱化対策分（水害対策強化、非常用自家発電設備整備、ブロック塀等改修）と一体的に実施する大規模修繕等）

※ 今回の協議において、「国土強靱化対策分の協議を行い採択されたもの」が対象となります。
国土強靱化関連事業が不採択となった場合は、「国土強靱化事業と一体的に行う大規模修繕等支援事業についても不採択となる」ので留意してください。

２　対象施設
⑴　施設種別（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑵　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　⑶　業務継続計画（ＢＣＰ）、非常災害対策計画及び避難確保計画（要配慮者利用施設）等の策定状況

　　　（　策定済　　・　　未策定　）　←※ 該当のものに〇をしてください。
３　注意事項
⑴　原則、以下については補助対象外です。
ア　業務継続計画（ＢＣＰ）、非常災害対策計画及び避難確保計画（要配慮者利用施設）等の策定がない施設

イ　本交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合
ウ　非常用自家発電設備や給水設備の設置場所が、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所ではない。
⑵　本交付金を活用する場合、高知市介護保険課ホームぺージ「２．補助対象事業及び補助協議単価」の記載事項に留意して整備すること。また、留意して整備したことが分かる資料を確保すること。
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